
内
閣
衆
質
一
六
一
第
四
四
号

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
社
会
保
険
庁
の
職
場
で
の
監
修
作
業
及
び
法
務
省
の
違
法
性
の
疑
い
の
あ
る
原
稿
料
受
領
に
関

す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日
受
領

答

弁

第

四

四

号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
社
会
保
険
庁
の
職
場
で
の
監
修
作
業
及
び
法
務
省
の
違
法
性
の
疑
い
の
あ
る
原
稿
料
受
領

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

職
員
が
、
書
籍
等
の
監
修
（
以
下
単
に
「
監
修
」
と
い
う
。
）
を
職
場
で
行
う
こ
と
が
問
題
か
ど
う
か
、
ま
た
、
法
令
に

違
反
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
の
事
例
に
即
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
な
お
、
職
員
の
勤
務
時
間
は
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三

号
）
第
六
条
等
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
職
員
が
職
場
に
い
る
時
間
の
す
べ
て
が
勤
務
時
間
に
該
当
す

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
一
条
は
、
勤
務
時
間
以
外
の

時
間
に
つ
い
て
ま
で
、
そ
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
を
職
員
に
課
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
仮
に
、
勤
務
時
間
外
に
職

場
に
お
い
て
、
職
員
が
公
務
外
で
監
修
を
行
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
同
条
に
違
反
す
る

も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
社
会
保
険
庁
職
員
が
受
領
し
た
監
修
料
に
関
し
て
追
加
調
査
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

一



り
、
そ
の
中
で
、
勤
務
時
間
外
に
職
場
で
監
修
を
行
っ
て
い
た
か
ど
う
か
及
び
そ
の
場
合
の
状
況
に
つ
い
て
も
、
職
員
か
ら

聴
取
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
人
」
紙
及
び
「
わ
こ
う
ど
」
紙
（
以
下
「
「
人
」
紙
等
」
と
い
う
。
）
と
は
、
刑
務
所
、
少
年
院
等
矯
正
施

設
の
被
収
容
者
（
以
下
「
被
収
容
者
」
と
い
う
。
）
の
改
善
更
生
に
資
す
る
た
め
の
記
事
と
し
て
、
有
識
者
に
よ
る
寄
稿
文

や
、
矯
正
施
設
出
所
後
の
職
業
や
更
生
保
護
等
に
関
す
る
情
報
の
ほ
か
、
被
収
容
者
に
よ
る
手
記
や
短
歌
等
の
作
品
も
掲
載

さ
れ
て
い
る
月
刊
紙
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
法
務
省
職
員
が
「
人
」
紙
等
の
記
事
を
執
筆
し
、
原
稿
料
を
受
領
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
執
筆
は
勤
務

時
間
外
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
国
家
公
務
員
法
第
百
四
条
又
は
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政

令
第
百
一
号
。
以
下
「
倫
理
規
程
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
反
す
る
も
の
で
も
な
く
法
令
違
反
に
当
た
ら
な
い
と
考

え
て
い
る
が
、
「
人
」
紙
等
は
、
被
収
容
者
が
そ
の
改
善
更
生
の
た
め
に
読
む
教
材
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
た
め
、
他
の

書
籍
等
の
原
稿
料
を
受
領
す
る
場
合
と
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の
と
考
え
、
法
務
省
に
お
い
て
は
、
今
後
は
「
人
」
紙
等
の

原
稿
料
を
受
領
し
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
旨
を
職
員
に
周
知
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

二



他
方
、
法
務
省
職
員
が
「
人
」
紙
等
の
記
事
を
執
筆
し
、
原
稿
料
を
受
領
し
て
い
た
事
例
に
つ
い
て
は
、
法
令
違
反
等
の

問
題
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
原
稿
料
は
、
御
指
摘
の
「
受
領
し
て
い
た
問
題
の
あ
る
原
稿
料
」
に
該
当
せ
ず
、

原
稿
料
の
返
却
や
職
員
の
処
分
が
必
要
な
事
例
で
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
「
人
」
紙
等
の
発
行
部
数
等
に
つ
い
て
は
、
発
行
元
で
あ
る
財
団
法
人
矯
正
協
会
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
十

五
年
度
に
お
い
て
、
「
人
」
紙
二
万
七
千
三
百
八
十
七
部
、
「
わ
こ
う
ど
」
紙
三
千
九
百
六
十
九
部
が
毎
月
発
行
さ
れ
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
法
務
省
が
「
人
」
紙
二
万
七
千
三
百
八
十
七
部
、
「
わ
こ
う
ど
」
紙
三
千
九
百
六
十
九
部
を
毎
月
購

入
し
て
い
る
。
被
収
容
者
の
手
記
・
短
歌
、
矯
正
施
設
出
所
後
の
職
業
や
更
生
保
護
等
の
情
報
等
を
内
容
と
す
る
、
被
収
容

者
の
改
善
更
生
を
目
的
と
し
た
出
版
物
は
、
「
人
」
紙
等
以
外
に
は
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
随
意
契
約
を
締
結
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
問
題
は

な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
に
お
い
て
は
、
お
尋
ね
の
社
会
保
険
庁
職
員
の
職
場
で
の
監
修
作
業
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務

員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
。
以
下
「
倫
理
法
」
と
い
う
。
）
又
は
倫
理
規
程
に
関
す
る
問
題
で
は
な
い

三



の
で
、
社
会
保
険
庁
に
対
し
て
調
査
を
求
め
る
考
え
は
な
い
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
法
務
省
職
員
が
「
人
」
紙
等
の
原
稿
料
を

受
領
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
倫
理
法
又
は
倫
理
規
程
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
疑
い
が
あ
る
と
思
料
す

る
に
足
る
具
体
的
な
事
実
は
承
知
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
法
務
省
に
対
し
て
調
査
を
求
め
る
予
定
は
な
い
。

四


